
令和６年４月８日 

保護者の皆様 

新潟市立亀田中学校 

校 長 大橋 正治 

 

生徒の刃物類等の校内持ち込みについて(お願い) 

 

 陽春の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より

本校の教育活動に多大なご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、本校では生徒の安全を確保するため、刃物類等の校内持ち込みを一切禁止しております。

日ごろから生徒には指導を行っておりますが、保護者の皆様にもご理解をいただき、ご家庭でのご

指導をお願いいたします。なお、生徒への指導内容は、下記の通りです。 

 

記 

 

１ 生徒の刃物類等の校内持ち込みを禁止します。 

【刃物にあたるもの】カッターナイフ、はさみ（折りたたみタイプなど携帯用も含む）など 

 

２ 授業で使用する刃物類等については、次のように対応します。 

・カッターナイフ 

・はさみ 

・授業で一斉に使用する場合、学校で貸し出します。 

・個人的に使用したい場合は、学級担任・教科担任が貸し出します。 

 

 

 

 
【問合せ先】 

新潟市立亀田中学校 

生徒指導主事 坂井 真琴 

電話 ０２５－３８２－３１９１ 


